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はじめに

国家が主権者の意思から疎遠な存在に転化すれば、主権者はこの意思と
国家との一致を要求しながら、同時に権力の分散と自治とを主張すること
となる。国民主権原理の貫徹を主張しながら国家権力の弱体化を目指すこ
とが矛盾するのと同様に、主権者は国家と法との一致を要求しながら、国
家が制定する法とは異なる法の存在を主張することともなる。だとすれば、
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法を学ぶ者も、国家制定法を与えられたものとしつつ立法政策の次元でこ
れの適否を論じたり、これを解釈したり試みるだけではなくて、ここから
一度離れて、社会関係の動態にまで視野を拡げなければならなくなる。し
かし、法のなかでも行政法という法規範は、国家の行政に関する法規範で
あるから、これを研究する者が社会関係の認識だけに満足しえないことも
当然である。
以上に述べたような問題意識から叙述を開始する本稿は、国家制定法を

所与とするのではなくて、社会関係の動態に注意したのちに、もう一度、
社会関係が国家権力の媒介によって複雑な法関係になる現象を分析しよう
と試みるものである 1）。
もっとも、社会関係の動態を認識するという目的のために用いられる手

段は一様ではない。この一つの試みとして、本稿は、財や役務の複数の交
換様式（mode of exchange）のうち階層制（hierarchy）および市場（market）
のどちらとも異なる性格を有する社会関係に注意するものである。この第
三の社会関係は、社会の特質を内側に含みながら現象するものであって、
これを表現するための語も、社会によって異なる。日本ではこれを表現す
るために、かねて互助の語が存在する。しかし、交換様式の一種であるこ
とに注意しながらこれを論じたものとなると、日本国内にとどまるのでは
なくて、認識対象を西欧の空間に拡大しなければならない。この場合に見
いだされる語が、ネットワーク（network）である。
交換様式の複数性が十分には注意されていなかったとしても、日本の公

法学においては、2001年に行われた公法学会が「社会的ネットワークと
公法」を共通課題としていたことが知られている。当時の公法学会におい
ては、ネットワークの社会的性格が認識対象とされていたのである 2）。ネッ

1） 国家制定法だけを認識すべきでないといっても、これは、国家権力を軽視し、
あるいはこの正当性を不問とすることではない。このこと自体は、ある時期まで
の日本の法学が、それぞれの法分野の違いにかかわらず述べていたことである。
実定法中心の思考から社会学的な法の見方へ、そして国家権力軽視の克服という
日本における法学の発展史が簡潔に述べられた文献として、たとえば長谷川正安・
渡辺洋三『青木講座法律Ⅰ国家と法』（青木書店、1957年）25頁～ 29頁、80頁
以下を参照。

2） 当時の企画趣旨が述べられていた、森英樹「国家の『ゆらぎ』と憲法」公法研
究 64号 9頁によれば、「社会的ネットワーク」は、「自発的な個人や集団のアクター」
が形成する「変動性・自律性に富んだ新しい社会関係」のことであると述べられ
ていた。日本の公法学は、日本社会におけるこの意味でのネットワークの個別的
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トワークの社会的性格を認識対象とするということは、ここから疎遠にな
る国家を分析しようと試みることでもある。本稿は、現状を、社会から疎
遠になる国家と認識するところから叙述を開始するものであるから、まず
社会関係の動態を認識対象としなければならない本稿も、ネットワークが
有する社会的性格に注意するものである 3）。
社会的性格を有するネットワークの分析が、日本の行政法研究において

有意義であると筆者が考える理由を、はじめに述べておかなければならな
いであろう。国民が資本主義的生産様式を特徴とする社会の持続を国家に
求めて、国家がこのような国民要求に応える場合において、国家に期待さ
れる役割の一つは富の再分配である。富の再分配は、この専門性と民主性
のどちらが欠けた場合であっても、その正当性を喪失し、いずれ持続でき
なくなって破綻する。だから国家が富の再分配を行う場合には、公務員か
ら組織される行政組織も専門性と民主性とが問われることとなる。それで
は、実態において国家による富の再分配機能が低下した社会においても、
同様の問題を設定することが適切であろうか。実態において国家による富
の再分配機能が低下した社会においては、公務員からなる行政組織も機能
不全の状態になっているはずであるから、これを補完し、さらにはこれの
代替を目指す複数の社会的組織が形成されざるをえないのではなかろう

な分析を経て、これを一般的に論ずる水準にはまだ到達していないように思われ
る。だとすれば、本稿も無意味ではない。

3） 日本の行政法研究者が用いたネットワークの語は、たとえば「多様な主体」が
「公益を実現するために協力関係または競争関係に立って活動する」関係のこと
であると、広義のものとして理解されている。山本隆司「行政の主体」磯部力ほ
か編『行政法の新構想Ⅰ行政法の基礎理論』（有斐閣、2011年）100頁。この語
は教材にも採用される程度に知られている。多主体間の関係を指す「行政主体等
と私人とのネットワーク」の語を用いるのは、高橋滋『行政法』（弘文堂、2016年）
38頁である。法学以外の学問領域におけるネットワークの概念を論ずることに
よって、社会科学的な認識が追究されているように思われるのは、岡田正則「グ
ローバル化と現代行政法」現代行政法講座編集委員会編『現代行政法講座Ⅰ現代
行政法の基礎理論』（日本評論社、2016年）368頁である。岡田論文と同様に、
安田理恵「情報共有に基づく公共調達契約からの排除のネットワーク」名古屋大
学法政論集 263号 82頁も、「グローバルな空間」を認識対象とするものである。ネッ
トワークの概念の有用性は、これまで十分にその存在が認識されていなかったア
クターが、実際には相互作用するネットワークを構成するための不可欠の主体で
あることを論証できるところにある。だから、ネットワークの概念がいわゆるグ
ローバル化との関連で用いられがちであるという傾向は、分かる。しかし、異な
る社会体制にはそれぞれ固有の歴史があるし、だとすれば、経済社会のグローバ
ル化を媒介する国家と法も多様である。
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か 4）。ネットワークの性格を有する社会関係が存在するとしても、これだ
けでは単なる社会的存在にすぎないが、ここに国家が介入する場合には、
社会的に存在する関係は国家が媒介することで法的関係に変化しうる。こ
のような法現象と従来の国家行政の法現象とが同じであるとは考えられな
いし、この両者の間には変化が生じているはずである 5）。生じているはず
であるがまだ解明されていないと思われる変化の分析を試みることが、本
稿執筆の企図である。

第 1章　ネットワーク化する社会と国家介入

第 1節　ネットワークの意義

ネットワークあるいは社会的ネットワーク（social network）の語が諸学
問領域の枠をこえて用いられて、ネットワークの分析が本格的に試みられ
るようになっていた時期と場所は、1970年代以降の西欧社会であったと
いってよいだろう 6）。このことは偶然であろうか。一般にネットワークは、

4） 以下のような叙述を参照。資本主義諸国における生政治的生産（biopolitical 
production）が、新しい知的、情動的、社会的諸関係のネットワーク（new networks 
of intellectual, affective, and social relationships）を特徴とする社会関係において行わ
れていること、国家がこれに対して寄生的存在になっていること（the rulers become 
ever more parasitical）を主張するものとして、MICHAEL HARDT & ANTONIO NEGRI, MULTITUDE: 
WAR AND DEMOCRACY IN THE AGE OF EMPIRE 336 （2004）.水島一憲・市田良彦監修、幾島幸子
訳『マルチチュード下―帝国時代の戦争と民主主義』（NHK出版、2005年）231頁。

5） 本稿の着想は、岡村周一・人見剛編著『世界の公私協働―制度と理論』（日本
評論社、2012年）59頁以下に掲載された拙稿の執筆時において既に得られてい
たが、当時は素朴な段階にすぎなかった。同書を方向付ける役割を果たしていた
紙野健二「協働論の方法、論点および課題」は、協働が「国家と社会の、あるい
は国家と主権者との対抗関係の多元的表現のひとつ」であると述べていた（297
頁）。この意味での「対抗関係」とその「表現」を明らかにしつつ、この分析を
一段発展させることが、本稿の目的であるともいえる。

6） このように述べるからといって、西欧におけるネットワーク論の起源や日本を
含むアジアにおける類似概念の存在を無視する意図はない。しかし、この議論が
専門分化した諸学問領域をまたいで展開するようになった時空に注意することに
よって、この語が有する意義は理解されるようになるのではなかろうか。主たる
研究業績の一つと目されているマーク・グラノヴェターの The Strength of Weak 
Tiesと題された論文は、1973年に、American Journal of Sociology誌に掲載されて
いた。邦語訳として、野沢慎司編・監訳『リーディングスネットワーク論―家族・
コミュニティ・社会関係資本』（勁草書房、2006年）123頁以下（大岡栄美訳）を
参照。当時、社会的ネットワークという語は、雑誌名になる程度に浸透していた
語である。たとえば、Social Networksという名の雑誌の創刊号が出版されていた
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相互作用あるいは相互の関係性を肯定する場合に好んで用いられる概念で
ある。これとは反対の孤立を否定するところに、この語を用いることの意
味がある。もとより、自然と精神、利害が対立する人と人などの様々な対
立物が相互作用しあい、互いに転化し、そして質的に一段異なるようにな
る諸現象の考察は、かねて行われてきたが、このような特徴を有するもの
の一種である限りにおいて、ネットワークの語や概念は、本稿が論ずる対
象となる。だとすれば、この語が用いられる時空は、相互作用の欠落が強
く意識されるような社会関係が支配しているのである。だからこそ変化を
求めるようになる意識を生む諸要因が存在するようになって、ネットワー
クの語が用いられるようになるのである。法学の一つに過ぎない本稿は、
この諸要因これ自体を分析するところではない。それでもこの問題に接近
を試みる場合には、法のいわゆる土台部分を構成する経済社会を分析対象
とする学問の用語に注意するのが、社会科学的な接近の仕方ではある。
経済社会を分析対象とする学問と一口に言っても、1970年代以降にお

いてネットワークの語を用いながら研究成果を得ていたのは、経済学を他
の諸学から切り離すのではなく、これとは反対に経済現象をこれ以外の諸
現象とのかかわりにおいてとらえようとした学問である。これも唯一無二
の学問ではなく、これらのなかの一つに数えてよいのが、本稿が注意する
経済社会学（economic sociology）と総称される学問領域において発表され
ていた比較的初期の研究成果である。
経済社会学の一種としてネットワークの語を用いながら経済社会の特徴

を分析していた研究の初期の成果は、マーク・グラノヴェターが、経済の
社会的埋め込み（embeddedness）の再考を試みていた研究によって得られ
ていたと一般に理解されている 7）。これを要するに、経済活動において合

時期は、1978年である。なお、既存の業績数を調査した ANNA MORETTI, THE NETWORK 
ORGANIZATION: A GOVERNANCE PERSPECTIVE ON STRUCTURE, DYNAMICS AND PERFORMANCE 2 （2017）に
よれば、ネットワークに関する論文数は、1980年以降増加していたが、2005年か
ら 2015年ころが最も増加していた時期であったと述べられている。この数字に、
非国家・非市場の交換様式の追求という問題関心の存在を見出すことができるの
ではなかろうか。

7） Mark Granovetter, Economic Action and Social Structure: The Problem of 
Embeddedness, 91 AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY 481, 482 （1985）.論証が試みられてい
たのは、社会に埋め込まれた経済が、ポランニーが主張していたのとは異なり原
初的な社会に固有の存在ではないということであり、だとすれば、これは資本主
義的生産様式が確立した経済社会においても存在することになる。同氏は、この
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理性や効率性だけではなくて、むしろ社会関係が決定的な重要性を有する
時空は、原初的な（あるいはアルカイックな）時代区分においてだけでは
なく、先進資本主義社会においても存在すると主張したものであった。資
本主義的生産様式が確立する前の原初的な社会に限定しながら、この時空
においては経済活動が社会関係に埋め込まれていたと主張していたのは、
ポランニーであった。これに対して、社会学的観点からという限界や制約
はあったがそれでも資本主義的生産過程を分析することによって、経済的
効率性以外の要素を、これを資本主義的生産様式が確立する前の原初的な
社会の回帰現象と言い換えるとすればこれを、発見しようと試みていたの
が、グラノヴェターの研究であったといえる。
原初的な時代区分に存在していた社会が本格的な資本主義的生産様式に

おいても存在あるいは回帰するというグラノヴェターの仮説は、経済社会
の時間性だけを認識することでは得られない。経済社会の空間性を認識す
ることによって、資本主義的生産様式のなかにありながら、ここに宿った
異質な性格を有する空間の存否が分析されるようになるのである。
先進資本主義諸国の経済社会において異質な空間が存在するという観点

は、グラノヴェターの主張を参照しながら、これを組織論（organization 
theory）において展開したパウエルの主張において引き継がれていた。し
かし、パウエルの組織論は、経済社会の諸類型の相違点をグラノヴェター
よりも一層明確に述べたものであった。同氏によれば、複数の交換様式
（mode of exchange）には、階層制（hierarchy）とも市場（market）とも異なっ
て、相互利益（mutual interests）を特徴とする交換様式が存在しており、
これこそがネットワークである 8）。異質な交換様式の区分に応じて紛争解
決方法（methods of conflict resolution）も異なるという。すなわち、「階層制」

ような経済社会をネットワークと述べていたのである。大部分の行為は、諸個人
間の諸関係のネットワークと緊密にかかわり、このなかに埋め込まれている（most 
behavior is closely embedded in networks of interpersonal relations）のであると（Id. at 
504.）。この論文は、渡辺深訳により、「経済行為と社会構造―埋め込みの問題」『転
職―ネットワークとキャリアの研究』（ミネルヴァ書房、1998年）239頁以下に
て邦語に訳出されている。また、渡辺深『経済社会学のすすめ』（八千代出版、
2002年）29頁以下も参照した。

8） Walter W. Powell, Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization, in 
MARKETS, HIERARCHIES AND NETWORKS: THE COORDINATION Of SOCIAL LIFE 265, 268-69 （Grahame 
Thompson et al. eds., 1991）. この論文の初出は、12 RESEARCH IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 
295 （1990）.
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においては行政による命令監督（administrative fiat-supervision）が、「市場」
においては裁判所による執行（resort to courts for enforcement）が、それぞ
れの交換様式に対応する紛争解決方法であるのに対して、「ネットワーク」
の交換様式においては互酬や評判の得失（norm of reciprocity-reputational 
concerns）によって紛争解決方法が特徴づけられると主張されていた 9）。
社会に関する学問と国家を分析対象とする法学とでは問題関心が異なる

のは当然である。たとえば、階層制と市場との違いが行政権または司法権
のどちらが社会に介入するのかの違いであるといったこのような理解の仕
方は、明治期の日本のように時空を限定するのであれば妥当するとしても、
普遍性を有するものではない。司法権といっても国家権力であることに変
わりがないのであるから、これも階層制の一種であろう。このような疑問
は当然生ずるのであるが、それでも、ネットワークが階層制および市場の
どちらとも異なる交換様式の一種であるという認識、そしてこれらが対立
する概念でありながらどれか一つに解消することなく、これらが孤立する
のではなく相互作用しながら並存するという経済社会の空間的認識は、経
済社会におけるネットワークの存在を論証しようと試みる論者において
は、共有されている 10）。だとすれば、まず社会関係の変動から叙述を開始
する本稿においても、このような第三の交換様式という意味でネットワー
クの語を用いるのが適当であろう。

第 2節　社会のネットワーク化

第 1節において述べたような階層制とも市場とも異なる交換様式の一種
がネットワークであるとすれば、グローバルに展開している社会の市場化
要求をそれぞれの社会体制に応じて様々に実現しようとする国家に対立し
ながら形成されている社会関係も、ネットワーク化する社会の一現象であ

9） Id. at 269.
10） グラノヴェターやパウエルその他の議論状況は、邦語で書かれた組織論の教材
類が紹介するように、広く知られている。たとえば、若林直樹『ネットワーク組
織―社会ネットワーク論からの新たな組織像』（有斐閣、2009年）190頁以下を
参照。生産者と消費者との間での相互の利益交換についても、ネットワークの特
徴である相互利益を、「市民自ら」がサービスの「送り手と受け手の役割を兼任」
することであると述べるものとして、桑田耕太郎・田尾雅夫『組織論〔補訂版〕』
（有斐閣、2010年）370頁を参照。
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る 11）。経済社会の交換様式が階層制および市場に解消するものでないとい
うことは、現時点では支配的な交換様式である階層制および市場とは異
なって、これらと比べればまだその存在が知られていない未知の交換様式
が現象するということであるし、あるいはこれら以前に存在していた交換
様式が高次において回帰するということでもある 12）。
社会のネットワーク化と総称される諸現象は、先進資本主義社会におい

て実在する。グローバルな規模で商品の生産消費の空間が分裂するのに対
抗する運動たとえば適正な賃金が支払われていない商品の不買運動が、先
進資本主義社会のなかに生まれている。このような消費行動の変化の一現
象である Community Supported Agriculture （CSA）の運動にも、市場とは異
なり人格的な紐帯の回復を意識した交換様式の存在を認めることができ
る。また、スラムと大都市とのいわば中間において、産業空洞化によって
経済的に没落した地域に形成されるようになった物品交換を行うための集
団的なネットワークが存在する 13）。

11） 岡田・前掲注 3論文 369頁は、「ネットワーク論」を「ヒエラルヒー構造への対
抗理論」とするが、これでは市場とネットワークとの対抗関係が曖昧になってしま
う。市場あるいは資本主義的生産を可能にする国家への対抗理論というべきであ
る。岡田氏も参照しておられる Bevirは、イギリス国内における 1990年代半ば以
降の行政改革が、実際には市場の拡大だけではなくネットワークを拡大する試みで
もあったと述べつつ、しかし従来の政治学は主として前者を分析対象としていたと
指摘している。Mark Bevir, Governmentality After Neoliberalism, in GOVERNMENTALITY 
AFTER NEOLIBERALISM 2 （Mark Bevir ed., 2016 ）.ネットワークと市場との差異は、同書 8
頁でも述べられている。

12） ポランニーを研究していた玉野井芳郎『市場志向からの脱出』（ミネルヴァ書房、
1979年）30頁、50頁が、晩年のマルクス（ザスーリチへの手紙の草稿や共産党
宣言のロシア語版序文）に注意していたように、アルカイックな社会の回帰とい
う論点が、かねて日本においてはよく知られている。ポランニーなどの経済人類
学とは距離をとり、これを基本的には批判するマルクス経済学からの叙述の一つ
として、見田石介氏の学問的影響を受けた平野喜一郎『現代思想と経済学』（青
木書店、1986年）89頁も、市場社会の歴史性を追究した点ではポランニーの指
摘の有効性を否定するものではなかった。しかし、同書 93頁以下の批判のとお
りである。本稿の注 13ともかかわることであるが、現状の一面だけを強調する
観念的なネットワーク論の類には、本稿の筆者も同意できない。

13） 訳書であるがデヴィッド・ハーヴェイ（森田成也ほか訳）『資本の〈謎〉―世
界金融恐慌と 21世紀資本主義』（作品社、2012年）によれば、「自律的に組織さ
れた自己統治的な生産者と消費者の集合体同士のネットワーク」が世界中で試み
られている。現状は、「オルタナティブな構想の欠落が反体制運動の形成を妨げ」
ており、また「このような運動の不在がオルタナティブの明確化を排除している」
状態にとどまる（同書 280頁、282頁）。このようなネットワーク形成は、産業空
洞化が生じている空間において行われていることも、示唆されている（同書 191
頁）。なお、同書におけるネットワークの実例は、2011年刊行のペーパーバック
版の原著（THE ENIGMA OF CAPITAL: AND THE CRISIS OF CAPITALISM）151頁によれば、“Some 
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以上の実例においても市場と同様に商品の生産と消費とが行われてお
り、また消費者が商品の購入主体であることも市場と変わらない。しかし、
追求されている利益は、消費者自身の利益ではない。労働者が適正な賃金
を得ている商品を購入する消費者の運動においては、労働者の利益が考慮
されている。労働者も消費者利益を生産過程において考慮するようになれ
ば、ここには消費者が労働者の利益を考慮し、労働者が消費者の利益を考
慮するという意味での互酬の交換様式が存在することになる。また CSA
の運動においては、消費者が農作物の生産過程に参加することによって、
消費者が人と自然との関係を知り、自然を介して生産者と消費者とが関係
回復を試みる。このような経験を通じて、人と自然にとっての本来あるべ
き生産過程を経た農作物（商品）の消費が消費者においては意識される。
ネットワークの性格を有する社会関係おいて試みられている交換には、市
場における交換とは異質の人格的な紐帯の回復が含まれているのである。

第 3節　国家の媒介による性質変化

第 2節で述べたような事例は、社会関係である。しかし、ネットワーク
の性格を有する社会関係に国家が介入する場合には、ネットワークは単純
な社会関係にとどまることができない。一般に、人口が減少することによ
り財政規模も縮小せざるをえない国家におけるいわゆる構造改革は、社会
関係の商品化を推進するという特徴を有するとともに、商品化が困難な役
務の公共的性格（税を財源として公務員が提供するもの）も解体しながら、
これに代わる労働力をも社会関係のなかに見出そうとする特徴を有する。
この一例を日本において述べるとすれば、これは国家が地域社会を形成し、
そしてこれに依存しようとする政策において顕著にあらわれている。
その実例は、2016年 6月 2日の「ニッポン一億総活躍プラン」と題す
る閣議決定文書である。これによると、「地域共生社会」は、「子供・高齢
者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合
う」ため、「支え手側と受け手側に分かれるのではなく、地域のあらゆる
住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニ

women armed with rudimentary computer skills create a barter and collective support 
network” という連帯経済（solidarity economy）が、これにあたると述べられている。
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ティを育成し、福祉などの地域の公的サービスと協働して助け合いながら
暮らすことのできる仕組み」の構築が目指される社会とのことである。こ
れを受けて、厚生労働省は、同年 12月 26日に「地域力強化検討会中間と
りまとめ―従来の福祉の地平を超えた、次のステージへ」と題する報告書
を公表した。この目的は、「開催要綱」によれば、「他人事」になりがちな
「地域づくりを地域住民」が「我が事」として「主体的に取り組む仕組を作っ
ていく」ことであると述べられていた。
定義が不明であるが、地域住民が役務を提供し合うことで「支え合い」

ながら、「他人事」を「我が事」とするような「地域づくり」は、自然発
生的な社会関係の次元であれば、これ自体何の問題もない。しかし、これ
らのことを国家が社会に要求することには、論ずべき問題がある。厚生労
働省の検討会に即して具体的に述べるとすれば、検討会の個々の構成員が
それぞれの地域社会において多様な生活困窮者の支援を行っており、また
個々の諸実践がネットワークの性格を有するものであるとしても、これら
はそれぞれの地域社会において形成された社会関係であり、これと国家の
政策とは同じではない。国家の行政が関与することにより設置されたこの
種の検討会を通じて形成される国家の政策は、従来存在していたような
ネットワークの性格を有する社会関係の次元にとどまるものではない。
ネットワークの性格を有する社会関係は、国家の媒介によって、それまで
とは次元が異なる関係へと変化するのである。
それでは、ネットワークの性格を有する社会関係が国家の媒介によって

変化するというのは、どのような変化のことをいうのかが検討されなけれ
ばならない。このことを次章で述べることとしたい。

第 2章　ネットワークに依存する国家行政

第 1節　国家の媒介による社会関係の変化

国家がネットワークの性格を有する社会関係に介入しようとする場合に
は、立法権による介入からこれが始まるから、法律形式が分析の対象とな
る。法律用語を調べてみると用いられている語は、「共助」である。たと
えば、社会保障制度改革推進法（2012年法律第 64号）2条 1号が定める
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ように、社会保障制度改革の基本的な考え方は、「自助、共助及び公助が
最も適切に組み合わされる」ように留意しつつ、国民が「自立した生活を
営む」ことができるように、「国民相互の助け合い」を通じてその実現を「支
援」することである。また、強くしなやかな国民生活の実現を図るための
防災・減災等に資する国土強靱化基本法（2013年法律第 95号）8条 6号
においては、防災や減災のための取組は、「自助、共助及び公助が適切に
組み合わされる」ことにより行われることを基本とすると定められている。
国家制定法である法律形式において、「国民相互の助け合い」、「共助」と「公
助」とが「組み合わされる」、国家が「支援」するといった語句が用いら
れている 14）。
法律の下位形式にまで目を向けると、「ネットワーク」や「互酬」といっ
た本稿が考察対象とする語が、そのまま登場する行政文書も存在する。た
とえば、「共助による地域防災力の強化」を特集した 2014年度の『防災白
書』は、「共助」による「ソフトパワー」の強化および「社会的な効率性」
を高める「ソーシャル・キャピタル」の促進の重要性に言及していた。地
域において、「人的なネットワーク」、「お互い様の意識（規範・互酬性）」、
「相互の信頼関係」が構築されている場合は、「共助」による活動が盛んで
あるから「社会的な効率性」が向上しうるといった語が並んでいた。
共助や支援といった語は、本来、社会関係の次元で行われている諸実践

を表現するために用いられる日本語であるが、法律形式における「共助」
の文言がそうであるように、従来存在していた社会関係は、国家の立法の
媒介によって性質変化を免れない。たとえば、前述した『防災白書』にお
いては「共助」の内容が述べられていたが、そこで述べられていた「社会
的な効率性」の向上は、何を意味する語であろうか。期待される「社会」
性と「効率性」とが同義であるとすれば、想定されているのは国家にとっ
ての効率的な社会である。国家が立法等の形式において規定する社会性と
現に存在する社会関係との異同、不一致の解消方法という問題が生じてい
るのである。

14） 他に、東日本大震災復興基本法（2011年法律第 76号）5条は、国民が「相互
扶助と連帯の精神」に基づいて、被災者への「支援その他の助け合いに努めるも
のとする。」と定める。国とは同じではないが、地方自治体の条例においても、
住民の「支えあい」を名称に用いるものが存在する（野洲市など）。
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第 2節　国家行政による社会関係の形成

ネットワークの性格を有する社会関係とここに介入する国家行政との関
係は、一方的ではない。これらの関係の一方においては、国家行政が社会
関係を形成する主体となる。第 1章の最後に述べた事例に即して確認すれ
ば、「地域共生社会」の実現が内閣によって閣議決定の形式で定められて、
これを具体化するために厚生労働省が有識者から構成された検討会を設置
していた。国家行政が行う政策形成において、目指されるべき社会関係が
国家によって規定されていたのである。
他方で、以上のようにして形成された政策を実現する主体は、地域住民

と市町村である。たとえば、厚生労働省に設置された地域力強化検討会の
「中間とりまとめ」においては、「地域住民」が「我が事」として主体的に
「地域づくり」に取り組み、「市町村」が「地域づくり」の取組みの支援を
行うなどの「丸ごと」の包括的な相談支援体制を整備する役割を有すると
述べられていた。地域住民と市町村は、国家行政が形成する政策の実施主
体であることが、これをはっきり述べるとすれば直接間接に福祉労働に従
事することが期待されていたのである。たとえば、「中間とりまとめ」には、
市町村が介護予防事業として支援するのが高齢者による子どもの集まる場
所づくりであり、これが役務の「受け手側が支え手側になる取組」の一例
であると述べられていた。
住民間で行われる交換たとえば役務の交換が互酬の性格を有する場合に

は、これは、ネットワークの性格を有する社会関係の一例である。しかし、
このような社会関係は、以上で確認したとおり、国家がその政策を実施す
るための手段であることが国家の政策において期待されている社会関係で
もある。既存の社会関係の形成に直接間接に携わっていた者がどのような
意識を有するにせよ、国家行政がネットワークの性格を有する社会関係を
形成し、これを政策実現の手段へと転化しようとするのに対して、既存の
社会関係の側が国家権力の存在を意識することがなければ、無償による労
働力の提供が自発的に行われるのである 15）。

15） 日本の行政法学において、「地域社会」の語を用いた諸法律を分析した飯島淳
子「『社会』改革と行政法理論」宇賀克也・交告尚史編『現代行政法の構造と展開』
（有斐閣、2016年）3頁以下は、この法現象の一面を以下のように適切に述べて



43法政論集　277号（2018）

ネットワークに依存する国家行政と国家行政のネットワーク化（稲葉）

第 3節　国家行政の依存

第2節で述べたのは、国家行政が社会関係を形成するという一面であった。
これに対して、社会から疎遠になる国家が存在することの意識が社会の側
に生じた場合には、この意識は、社会関係と国家行政との間において対立
関係の形成が可能となる一条件である。再び前述した例に即していえば、
国家行政の側からの「地域共生社会」の形成と社会関係の側で社会形成に
関与する者が有する意識とは、必ずしも同じではない。ここには国家行政と
社会関係とのずれが生ずるし、国家行政の観点がはっきりすればするほど、
このずれも顕著なものとなる。この場合には、ネットワークの性格を有する
社会関係と国家行政との間には対立関係が形成されることとなる。このこと
を論ずるために、以下で個別的で特殊な事例を述べることとしたい。
前述した厚生労働省に設置された検討会が公表した「中間とりまとめ」

においても言及されていた事例には、「不良な生活環境」の「解消」や「適
正化」、あるいは「良好」な生活環境の「保全」を目的とする条例があ
る 16）。火災の原因となる物の堆積行為や悪臭の発生等の異変に気づいた地
域住民が自主的にこれへの対策を講ずること自体は、いわば素朴な社会関
係の形成である。しかし、この種の条例においては、「不良な生活環境」
を生じさせた者に対する地方自治体の長等の行政機関による指導勧告のほ
か命令と命令に従わない者の氏名公表さらには堆積物等の物の撤去の代執
行や即時強制という権力的行政活動の諸手段が定められている。地域住民
が行使できない公権力の行使（権力的行政活動）の根拠規定が置かれた条
例が定める「不良な生活環境」の「解消」の意義と、これ以前から存在す
る互助の社会関係の次元における異変への対処とが、必ずしも一致しない
ことは明らかである。

いる。すなわち、諸法律の特徴を「従来は社会の自治に委ねられていた領域を、
特に資源の観点からの社会にとっての重要性に鑑みて、立法の対象」（17頁）に
服せしめようとするものと述べる同論文においては、個人が行政資源に転化して
しまう危険性が危惧されている（同 9頁）。

16） 一例として、京都市不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する条
例（2014年）。住居や生活環境の「不良」性の「解消」や「適正化」、「良好」な
生活環境の「保全」を目的内容とする同種の条例には、大阪市（2013年）、郡山
市（2015年）、豊田市（2016年）、東京都世田谷区（2016年）、神戸市（2016年）、
横浜市（2016年）など多数。
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この種の条例には、権力的行政活動だけではなく、医療や福祉の措置を
内容とする「支援」の根拠規定も置かれている。一例として、京都市条例
では、「不良な生活環境」を「解消」するための取組は「支援を基本」と
するものであり、これと権力的行政活動とを「適切に組み合わせて」行わ
れなければならない（10条）と定められている。この支援の「方法」は、
市が「要支援者の意思に従い」つつ、必要に応じて「自治組織及び関係す
る行政機関その他の関係者と協力」（9条 1項）して行うものとされている
が、関係者との協力がどのように行われるべきであるのかは、条例には定
められていない。条例に根拠規定が置かれている「支援」と条例とはかか
わりなく社会関係の次元において存在する支援とは、必ずしも一致しない。
条例において「支援」を基本とすると定められたとしても、これを実施

できる主体から構成された社会関係が実際に存在していなければ、条例が
定めるような内容の「支援」は、内実をともなわない空疎な宣言でしかな
い。しかし、内容空疎だからこそ、条例が制定される以前に既に社会関係
を形成していた者の側からすれば、「支援」の内容を具体化できる条件が
ここには存在している。なぜなら、条例に定められた「支援」が実際に行
われるためには、実在する社会関係に地方自治体が依存するしか、行政に
はほかに手段がないからである。
しかし、依存といっても、国が安価または無償の労働力として実在する

社会関係を利用する内容の政策形成を行えば、この影響を地方自治体は受
けることとなる。したがって、実在する社会関係が国家行政の政策と対立
しながら、市場でも階層制でもないネットワークの交換様式に期待された
役割の発揮とこれが可能となる諸条件とを主張し、地方自治体が自治の主
体となり、地方自治体の側から国に対して社会的要求を行うことによって、
適切な緊張関係が形成されうる。これを次のように言い換えることもでき
る。国家行政が、社会関係におけるネットワークの特質の発揮という目的
のために社会に介入する場合には、このような目的を掲げる国家行政も
ネットワークの性格を有することとなり、この意味でネットワーク化を免
れない、と。しかし、このことが実際に可能となるのは、社会関係と国家
行政との間において対立関係が形成され、また地方自治体が国に対して社
会的要求を行う場合に限られているのである。
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第 3章　ネットワーク化する国家行政の民主的統制

第 1節　国家行政の市場化との差異

財や役務の交換様式の一種である階層制と市場とが組み合わされた場合
には、国家行政が市場の秩序を維持する役割を有するようになる。一方で
は国家行政が市場化するが、他方では市場が国家行政化する（規制された
市場）という特徴があらわれるようになる。一例として、公の施設の指定
管理者制度は、住民の福祉の増進を目的として設けられる公の施設を、公
務員組織である行政とは異なる組織原理を有する組織が直接管理するとと
もに、地方自治体の長等による指示や業務停止命令等の権限が新たに行政
に授権されている（地方自治法 244条の 2第 10項、11項。）。また従来市
場において私人の地位を有していた事業者も、行政的権限が行使される限
りにおいて、広義の情報公開のように国家行政と同じような制度を自ら設
けるようになっているが、国家行政の変化を分析する本稿では、市場の国
家行政化とでもいいうるこの現象は、分析対象ではない。
国家行政の市場化を契機として指示や業務停止命令等の権限行使が行政

機関に新たに授権されることとなった、この変化が日本の行政法研究者の
関心事となり、規制権限の不行使の違法性の分析は裁判例を前提するよう
なもの、精緻なものへと向かっている。日本の行政法研究者がこのような
現象を論ずるにあたって、「再規制」の語が用いられている。すなわち、「民
営化の立法例のほとんどは、民営化と同時に任務を実施する民間主体に対
する特別な規制（再規制）を用意している」と述べられているように、国
家行政の市場化によって与えられた国家制定法に即して、国家行政の市場
化を推進する国家制定法と不正な事業活動による被害の発生といった社会
実態とのずれを「規制」の解釈論によって埋めようとする試みが、「再規制」
論であろうかと思われる 17）。
国家行政の市場化ののちに市場から事業者が撤退して市場が成立しなく

なった場合には、国家行政は、「再規制」すべき対象を見失う。このよう
な場合には、国家行政がもう一度役務提供の役割を負わなければならない

17） 原田大樹『公共制度設計の基礎理論』（弘文堂、2014年）114頁。
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根拠が、「保証行政」や「保障行政」の語で論じられている 18）。これよりも
広く、「市場の失敗」の「阻止」が「国家に課せられる新しい役割」であり、
これが「保障国家の任務」であるとも述べられている 19）。このように、市
場の「失敗」を「阻止」することが「国家」の「役割」であるということ
は、国家の市場化あるいは国家による市場秩序の維持これ自体は、与えら
れたものである。国家行政の市場化の適否を問うのではなく市場化を所与
とするので、「市場の失敗」を論ずることができるようになる。
再規制や保証行政といった語で述べられている国家行政の変化は、交換

様式に即していえば、階層制と市場との組み合わせのなかで、階層制また
は市場の強度が異なるものである。たとえば事業者が事業活動を開始した
後に、指示や業務停止命令といった規制権限を付与された行政機関がこれ
らの権限行使を強化したとしても、規制強化に耐えられる事業者が市場に
おいて生き残ることとなるのであって、市場の交換様式が他の交換様式に
転化することはない。しかし、人あるいは社会における財や役務の交換様
式は、国家行政の市場化であれ市場の国家行政化であれ、階層制と市場と
の組み合わせの強度の違いに解消されるような狭隘なものではない。国家
行政の市場化に対立する利益の集合体が、ネットワークの性格を有する社
会関係を形成し、そしてこのような社会関係は、「共助」といった従来存
在しなかった立法そしてこの立法に基づき行われている行政諸活動によっ
て媒介されて、性質変化の過程にあるのである。

18） ドイツ行政法における保証国家論の一つを邦語で紹介した、ヤン・ツイーコー
（人見剛訳）「再公営化―地方自治体サービスの民営化からの転換？ドイツにおけ
る議論状況について」立教法務研究 7号 43頁によれば、「給付を再び国家ないし
地方自治体の手に取り戻す」、「国家への逆戻り」を内容とする「再公営化」が、「保
証国家構想の内在的かつ本質的な構成部分」（63頁）であるとの認識が示されて
いる。述べられているような「逆戻り」が保証国家論の本質であるとすれば、質
的変化に向かう発展の契機は、このような保証国家論には存在しないことになる。

19） 板垣勝彦『保障行政の法理論』（弘文堂、2013年）504頁。同書のはしがきで
は「事務事業の実施を委ねた民間主体が適切にそれを実施しているか否かについ
て指示・監督を及ぼすという、新たな役割」が「保障行政」であると述べられて
いるので、保証（保障）行政と再規制とは変わらないのであろうか。だとすると、
本文で述べたように再規制と保証行政とを区別するべき必要はないことになる。
なお、ドイツ法だけではなく、アメリカ法でも「再規制の必要性」が「政府の役割」
との関連で理解されている様子である。このような語を用いておられるのは、正
木宏長「アメリカにおける『協働』論の展開―民間化、協調、官民連携」岡村周一・
人見剛編著『世界の公私協働―制度と理論』（日本評論社、2012年）88頁。これも、
階層制と市場との組み合わせという枠組みのなかで思考するもの、という印象を
与える言語表現である。
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第 2節　国家行政のネットワーク化

第 1節で確認したような特徴を有する国家行政の市場化とは異なり、国
家行政のネットワーク化すなわちネットワーク化する国家行政は、どのよ
うな特徴を有するのであろうか。このような問題は、従来の行政法研究に
おいては、意識的には追求されることがなかったといってよい 20）。しかし、
政治学の一種であるガバナンス論には、国家行政を分析対象とする学問の
一つである行政法研究にとっても参照に値すると思われる議論が存在す
る。
一般にガバナンス論と総称されている議論は、もともと 1990年代以降
の欧州において、EUのような国際機関の設立や国内における事務事業の
民営化の現象に注意するところに特徴を有していた。この意味では、分析
対象が国家以外の主体へと拡散していたのであるが、その後、第二の波（the 
second wave）といわれる論者は、社会のネットワーク化を促進する目的
と内容からなるメタガバナンス（meta governance）という一種の統合的機
能を有する国家を、再び分析の対象とするようになった。このあと第三の
波が訪れるのであるが、社会関係から疎遠になる国家を分析しようとする
本稿がこの議論に接近する場合には、第二の波とこれへの批判を内容とす
る限りでの第三の波の一部とが、参照するに値すると思われる 21）。第二の
波の論者の一人であるヤコブ・トルフィングによれば、それぞれ異なる利
益を有する社会的アクターと政治的アクターとが相互に作用しあう一つの
多様体（a plurality of social and political actors with diverging interests interact）

20） 大久保規子「協働の進展と行政法学の課題」磯部力ほか編『行政法の新構想Ⅰ
行政法の基礎理論』（有斐閣、2011年）234頁は、NPO組織を、国家とも市場と
も異なる第三のセクターと位置付けておられたので、国家でも市場でもない第三
の存在が論じられてはいたのである。

21） このような筆者の認識は、たとえば以下の文献を参照することにより得られた。
R. A. W. Rhodes, Waves of Governance, in THE OXFORD HANDBOOK OF GOVERNANCE 33, 36 
（David Levi-Faur ed., 2012）.第一から第三までのガバナンス論の時間的発展を概観
するとともに各々の特徴を分析した邦語文献として、堀雅晴『現代行政学とガバ
ナンス研究』（東信堂、2017年）93頁以下を参照。この研究から学ぶことができ
ることは、第一から第三までの論争が国家の認識と評価を主たる論点の一つに位
置付けていることである。堀・前掲書 111頁の叙述を参照。国家を分析するため
には、これとは対立する社会関係の特質を明らかにする段階を経なければならな
いことは、筆者には理解できる。しかし、社会関係の変化がこの次の段階である
国家においてどのように反映されているのかの分析は、量的にまだ十分ではない
という印象を受ける。
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であり、この複雑な過程そのもの（the complex process）が、ネットワー
クであるとされる 22）。国家機関による法的権限の行使は、諸主体による相
互作用が行われる枠組み（framework）の形成がその目的であり、主体の
行為に制約を課すのではなくて、むしろ障害物を除去することで行為を可
能とすること（enabling rather than constraining）が、同氏によれば、法の
内容であると主張されている 23）。
障害物を除去することで主体の行為を「可能」にすることが、国家がな

すべき活動であって行為の「制約」ではないという主張と、市場における
主体の行為を「再規制」することが国家行政のなすべき活動であるという
主張とでは、論旨を単純化すれば、行政活動の内容とともにこれの規範も
逆転している。この意味では、一般的抽象的には、国家行政の市場化が国
家行政の規制機能の強化と同義であったとすれば、国家行政のネットワー
ク化は、社会関係の形成を可能にする国家機能の強化を意味するといって
よい。
国家行政の市場化とネットワーク化とでは、これらの国家行政の変化の

過程において形成されることとなる国家行政を拘束する規範の内容が異な
るという発見は、ネットワーク化する国家行政の法的問題を解明するため
の重要な一歩である。しかし、社会関係を形成する主体の行為を国家行政
が「可能」にするべき規範が法であるという主張だけでは、これはまだ印
象的な段階にとどまっている。このような主張が、法学にとって役に立つ
ようになるためには、その「可能」にするという具体的内容が明らかにさ
れなければならない。
一口にガバナンス論というけれども、この語を用いながら論じられる諸
現象に法学から接近する場合には、当然、政治学や行政学とは異なる観点
からの接近が試みられる。このような法学の一例として、ここで取り上げ
る対象として適当であると思われるものの一つは、アメリカの行政法およ
び労働法の学問領域で研究業績を有するロウブルによって執筆された論文
である。これは、企業の不正行為を予防するという同一の行政目的を実現

22） JACOB TORFING ET AL, INTERACTIVE GOVERNANCE: ADVANCING THE PARADIGM 14 （2012）.
23） Id. at 46. すなわち、“the State can be seen as using its legal powers to establish a 

framework within which other actors will operate” と述べられている。この枠組み
（framework）においては、“broad space within which social actors and public actors can 
all interact in order to govern” が形成されるという。
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するためであっても、行政機関がとるべき手段は複数存在することを、社
会関係と行政機関との相互作用に注意しながら論証しようとしたものと
いってよい 24）。この論文の要点は、アメリカの証券取引委員会のように企業
を監督する行政機関が効果的な監督をなすためには、企業組織内部の個々
の労働者という主体が企業の不正行為を外部に告発する（これが social 
enforcementと表現されている。）能力を行政機関が信頼し、こうした行為
を可能にするための法制度（内部告発者を保護するための制度）の構築が
必要となることを主張したところにある 25）。企業組織内部の労働者が企業
組織に忠誠心を有する（organizational loyalty）場合と企業の労働者が労働
者性のみならず市民性を有する（citizenship loyalty）場合とが区別されて、
この違いに対応して異なる手段を講ずるべき行政機関は、社会関係から孤
立し、あるいは超越した存在ではなくて、企業組織を構成する労働者の特
性に依存する存在である（government relies more heavily on individuals）26）。
ロウブルは、ネットワークの語を意識的には用いていなかったが、主張

されていた内容はネットワーク論の一種であるように思われる。なぜなら、
企業組織内部の労働者が労働者の性格のみならず企業組織外部の市民の性
格（つまり複数の主体性）をも有することにより、労働者と市民との間で
利益の相互交換すなわち互酬が可能となって、このような交換様式のうえ
に労働者は市民的価値を実現すべき主体となり、市民は労働者を保護する
ための法制度を構築すべき主体となるからである。労働者による市民的価
値の実現と市民による労働者保護との間に形成されている関係が互酬の利
益交換関係であれば、これこそネットワークの交換様式の特質であること
は、前述したとおりである。このように考えると、ロウブルが論じていた
のは、ネットワークの性格を有する社会関係と国家行政との関係であり、
そして同氏はこの関係を依存関係であると述べていたのである。
以上を換言すれば、国家行政のネットワーク化は規制の主客の相互転化

を促進する。行政機関が主体となって行う規制の客体である企業組織の内
部に市民性を有する労働者が存在する場合には、この労働者が企業の不正

24） Orly Lobel, New Governance as Regulatory Governance, in THE OXFORD HANDBOOK OF 
GOVERNANCE, supra note 21, at 65.

25） Id.at 73.
26） Id.at 76.
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行為を公表することによって、そして行政機関がこのような労働者を保護
することによって、規制の客体である企業組織の一構成員である労働者が
規制主体へと転化する。規制の主客が相互に転化すれば、行政機関だけが
規制主体ではありえず、したがってこの規制機能の強化も要請されること
にはならない。むしろ、主客の相互転化の過程において、規制客体であっ
た存在が主体性を発揮できるように、これを妨げている障害物を除去する
ことこそが行政機関に要請されることとなる。内部告発者保護制度は、こ
の一例である。以上を要するに、ネットワークの性格を有する社会関係に
依存する国家行政が存在するのであれば、この場合の国家行政もネット
ワーク化する。社会に存在する主体を規制するのではなくて、規制的機能
を有する行為を「可能」にするための制度構築が、国家行政によって行わ
れるべきこととなる。

第 3節　民主的統制の課題

ネットワークの性格を有する社会関係に依存する国家行政が、これを制
約するのではなく「可能」にするべきであるという規範的要請が存在する
としても、法制度が存在しなければ規範的要請などといってもこれは観念
的な次元において存在するものにすぎない。
国家行政の市場化であれば、国家行政が市場秩序を維持するための規制

権限の行使を特徴とする法制度が必要となったのと似て、ネットワーク化
する国家行政の場合でも、これが社会に介入する正当性を獲得するための
行政制度が必要となる。社会関係の形成を可能にすることこそが、この行
政制度の正当性の内容であるから、社会関係の側からみた行政制度が社会
関係形成を可能にするどころかこれにとっての新たな障害物となるようで
あれば、これは正当性を欠くものと評価される。社会の側からみても正当
性を有するような法制度を解明することこそが、行政法研究が取り組むべ
き問題である。端緒的な研究をまとめたものにすぎない本稿が、これを詳
しく論ずることはできないが、以下、要点と思われる事項を述べておきた
い。
要点というのは、第 1に、国家行政が障害物を除去することで「可能」

にするべきであるとされる社会関係が存在するということは、この社会関
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係自体の民主性が否定されていないということである 27）。前述したロウブ
ルの論文に即してこれを確認すれば、企業の不正行為の告発が民主性を有
するので、このような告発を行う労働者を保護することが国家行政には要
請されるのである。これとは反対に、民主性を有しない社会関係の形成を
国家行政が支援することは、民主主義に反する。一例をあげるとすれば、
地方自治体が不良な生活環境解消を可能にするという目的のために NGO
等の主体に補助金を交付する行為は、これが実際には地方自治体の長等の
個人の利益と私的利益とが結合して行われた場合には、私的で特殊な利益
を追求する行為でしかない。この例示のとおり、国家行政のネットワーク
化と、私的な諸利益が結合しないように、国民住民がこれを監督するため
の客観法的な制度構築の必要性とは、矛盾しない。
以上のような意味での民主主義の問題は、社会関係が民主性を有しない

場合に生ずる問題であったが、それではネットワークの性格を有する社会
関係が民主性を有する場合はどうであろうか。この場合には、民主性を有
する社会関係とここから疎遠になる国家行政との関係が、問題となる。こ
れが、第 2の要点である。
ここでもう一度、政治学の一種であるガバナンス論を参照すれば、社会

関係を形成する主体のアイデンティティが変化すること（changing 
identities）すなわち他者に耳を傾けること（listening to the other）が、ネッ
トワークの性格を有する社会関係の特質であると理解されている 28）。前述
したロウブルの論文が述べていたように、保護されるべき内部告発者は、
市民性を有する労働者すなわち複数のアイデンティティを有する主体で
あった。労働者を保護するための法制度が存在しないか、これの効果が不
十分である場合には、労働者はこの法制度の欠陥に対して不満や不服を有
するはずであるから、不満や不服の国家に対する表明が、国家にとっては
制度改革を促進する機能を有する。一般的に述べるとすれば、国家行政が

27） 一般的叙述にとどまる印象を受けるとはいえ、法学以外の学問領域では、ガバ
ナンス機能の分散によって避けられない正統性の危機は、「代表制を民主的正統
性の唯一の前提とはしない、創造されゆく民主主義の新たな配置」において克服
が目指されるべきであると述べるものがある。山崎望「代表制のみが正統性をも
つのか？」山崎望・山本圭編『ポスト代表制の政治学―デモクラシーの危機に抗
して』（ナカニシヤ出版、2015年）119頁。

28） Allan Dreyer Hansen, Governance Networks and Participation,in THEORIES OF DEMOCRATIC 
NETWORK GOVERNANCE 247, 252-54 （Eva Sørensen & Jacob Torfing eds., 2008）.
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ガバナンスのための手段の一つとしてネットワークの性格を有する社会関
係に依存するのであれば、社会関係の側からは、国家行政に対して主体の
複数性の獲得が可能となるような制度構築を要求する手続が保障されなけ
れば、社会関係形成を可能とすることを目的とする行政介入は正当性を喪
失するのではなかろうか。
以上に述べた第 2の要点に関する叙述と同趣旨のことは、前述した不良

な生活環境の解消を目的とする条例に即して例証される。不良な生活環境
を生んだ原因者の生活や経緯を付近住民が知った場合には、住民間での互
酬（堆積物の除去と日常生活支援という役務の交換）が追求されることに
よって、命令強制という階層制ではなく支援というネットワークの交換様
式が選択されうる可能性がある。しかし、支援と一口にいっても、地方自
治体が、求められている支援措置を正しく把握することは簡単なことでは
ないから、地域住民による支援活動と地方自治体によるこれの促進とは必
ずしも一致しない。地域によって多様であり、かつ、時間の経過によって
変動する社会関係と地方自治体との間で、対立する両者を仲介する役割を
有する制度が、社会関係に依存する国家行政にとっては必要性を有する法
制度である。
社会関係を形成する主体の側からの日常的な不満や不服を申し立てる手

続を保障する制度が存在するようになったとしても、この手続を通じて、
いわば豊かな具体性や特殊性が行政の諸活動に反映されるためには、不満
等を受けた行政の組織内部において、応答（response）できる能力を有す
る公務員組織が構築されていなければならない。つまり社会関係の側は、
単に不満等を述べる手続が保障されるだけで満足することはありえず、さ
らに行政組織内部の民主化を要求することによって、社会関係から行政が
疎遠になる可能性を予防しようとするようになる。
以上に述べた問題のほかにも、ネットワークの性格を有する社会関係と

国家行政との間で、どちらかに解消することなくいわば触媒の役割を果た
すべき職が、どのように位置づけられるべきであるかという問題がある。
現状では、公私様々な職を担当する者が多様な地域社会の地理的条件と適
合した場合には、それぞれに期待された役割を果たしている。これ自体は
肯定的な一面を有するが、国家の財政緊縮政策が与えられたままであれば、
実際には安価または無償での労働力の提供が強いられているという否定的



53法政論集　277号（2018）

ネットワークに依存する国家行政と国家行政のネットワーク化（稲葉）

な一面もある。これらの者の身分や勤務条件に対する国家介入の適否やそ
の内容も、本稿が述べてきたような地域によって多様で時間とともに変動
する社会関係と国家行政との対立という観点からの法学的検討を要する問
題である。

おわりに

歴史性を有する法がこれ自体固有の歴史をもたないのであれば、法の一
種である行政法も固有の歴史をもたない。資本主義社会の一つである日本
においても、時間の経過によって社会関係が変化すれば国家行政の法であ
る行政法も変化を免れないし、この反対に法の側からの反作用によって、
もう一度社会関係も変化するのである。本稿が論じようとしたのは、複数
の交換様式に注意することで、これらの変化が適切にとらえられるのでは
ないかという仮説であり、まただとすれば、従来の行政法研究が複数の交
換様式の一部分だけを認識対象とすることで全体的な認識が足りていな
かったのではないか、という疑問であった。
本稿が論じようとした対象は、国民が国家行政に授権してこれを統制す

る階層制の交換様式ではなく、また国家行政の市場化と市場の国家行政化
とも異なる現象である。これらとは異なる対象を論じようとした本稿であ
るが、しかしこれは、第三の交換様式の性格を有する社会関係と国家行政
との作用と反作用とからなる相互作用も行政法研究の対象とされてよいの
ではないか、という問題提起にとどまるものでしかない。
その相互作用の特質や特質を反映した行政法制度の解明のためには、研

究作業の一層の強化が必要である。もとより本稿も、こうした研究作業を
行うための覚書の一つである。研究がまとまった段階でいずれ稿をあらた
めて論ずることとしたい。このような研究作業において必要なことは、日
本の社会関係とここへの国家介入そして社会関係の変化の全体を正しくみ
ることである。国家から与えられた問題を解くような学問も学問の一つに
は違いない。しかし、様々な場所において、また時代的制約のなかで変動
著しい社会を正視しながら国家行政の民主的統制を目指す研究にとって、
本稿のような覚書がその一助となれば幸いである。
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